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2026年基本要求回答交渉報告
中途採用者の昇格運用を早期に改めないと、有為な人材が失われます！
障害を持つ職員の異動は当事者目線の配慮が必要！神奈川の魅力を発信する制度改正で人材確保を！

　自治労県職労は12月23日、2026年基本要求回答交渉を行いました。
労務担当局長回答要旨

〇基本賃金については、今年度確定期交渉において11月11日に妥結したことを受け、今月18日に議決し、25日に差額が支給される。
〇2024年3月に策定した働き方改革取組方針では、ワークライフバランスの実現を掲げ、職員一人一人のパフォーマンスを高めることで県民サービスの向上を目指すとしていることから、引き続き皆さんの協力をお願いしたい。
〇休暇制度については、子の看護等休暇の取得日数の増加や同性パートナーシップ休暇制度の対象拡大を行った。引き続き県労連の場で話し合いたい。
〇人材確保が一層困難となる中でも、デジタル技術の活用などで、質の高い県民サービスを提供することが必要。中堅職員層が少ない上、多くのベテラン層が退職し、若手職員が全職員の半数を占める職員構成となっているが、こうした中でも着実に事業が遂行される体制を構築しなければならない。
〇人事異動については、適材適所の観点と共に、職員の能力向上を目的に行っており、職員の意向に十
分配慮していると認識している
〇昇任昇格は、上位の職に求められる役割を担うことが期待できる場合に行われるもので、能力、実績という観点から行うのが基本。引き続き適切に対応していく。
〇人事評価については、地方公務員法の規定等を踏まえ、職員が発揮した能力等を公正かつ客観的に評価することが重要。今後も適切な運用に努める。
〇メンタルヘルス対策については、職員のプライバシーに配慮しながら必要な対策を講じていきたい。
〇ハラスメント対策については、相談窓口の設置やアンケートの実施などの取組を推進しており、引き続き実効性のある取組みを進めていきたい。
〇臨時的任用職員及び会計年度任用職員制度については、一般職員や国の非常勤職員との均衡を図ることで必要な見直しを行ってきた。引き続き国の動向を見ながら必要な見直しを検討し、県労連の場で話し合っていきたい。
〇ノーマライゼーションについては、障害のある方が能力を十分に発揮できるよう取組んできたところ。今後も様々な意見をいただきながら、職場環境の整備に努めていく。
執行部発言
◇４条任期付き職員の通勤手当について：
・いわゆる「４条任期付き職員」については、あらかじめ勤務先や期間が分からないため、実際に負担した通勤手当が支給されないケースがある。これは制度的な欠陥であり、早急に見直されるべきだ。
◇子の看護等休暇や短期介護休暇の拡充について：
・子の看護休暇については、今年度の確定交渉で取得日数が拡大されたが、依然として子育て世代からは対象や日数の拡大を求める声が多い。また、介護の必要な親族を持つ世代からは、現行の一人当たり年間５日では到底足りないという切実な訴えが多く聞かれる。ぜひとも拡充を検討してほしい。
◇過重労働の撲滅について：
・働き方改革について議論が行われることは歓迎するが、10月17日に当局が示した「働き方改革のアップデート」には疑問を感じている。業務の平準化が進んでいるのではなく、県全体の業務多忙化が進行しているというのが現場の肌感覚だ。
・また、「極端な定時退庁等の励行」がキャリア形成に影響している可能性があるとし「仕事をやり切るための一定の時間外勤務は容認する」としているが、こうした過去の誤った風潮を見直すことこそが、労使で求めてきた『働き方改革』だったはずだ。
◇「離職者再採用制度」の導入について：
・本県の「カムバック制度」は、離職理由が育児と介護に限定されているが、国が理由を問わない制度運用を導入予定であり、人材確保の観点から本県も導入すべきである。
◇健康で安全に働き続けられる労働安全の確立：
・職員が業務で自主運転をしていて、危険を感じたという声は多い。公用車の運転員を増やすべきだ。
・熱中症アラートが発令された際は、緊急時を除き屋外作業は原則禁止とするルールを、所属任せにするのではなく全庁で徹底するべきだ。
◇メンタルヘルス不全対策について：
・メンタルヘルス不全による休職者等が発生した職場には、所属長に産業医との面接を義務付け、しっかりと原因究明したうえで対策を講ずるべき。
◇再任用制度について：
・定年延長後の職員と現行の再任用職員との処遇に大きな格差が生じており、何らかの対策は急務だ。
◇中途採用者の昇格運用の改善について：
・新卒枠で入庁した場合、前歴の有無にかかわらず全職員が昇格に一律８年を要し、他県と比較しても遅い。また、前職がある職員のモチベーション低下につながっており、是正されるべきだ
◇専門職的な事務職員の人材育成について：
・ある県税事務所では、40代が2人のみであとは50台以上と若手職員が中心の構成である。長期的に考るとベテラン職員がほぼいなくなり、スキルの継承が困難になるため、早期に対応すべき課題だ。
◇人事異動の内示時期について：
・確定期交渉でわずかに前進したが、依然十分な引継ぎ時間が担保されたとは言えない。他県と比較しても本県の内示時期はかなり遅く、大幅な前倒しが必要だ。

◇次世代育成支援について：
・育児休暇や産前産後休暇を実際に取得した職員からは、十分な情報提供がされずに手続きに苦労したという話をよく耳にする。ポータルによる情報提供もまとまっておらずわかりにくい。改善を求める。
◇福利厚生について：
・自治労県職労が調査したところ、本庁舎に食堂がない都道府県はほぼないことが判明した。職員が気分転換できる場として、ぜひ食堂を設置してほしい。
◇次世代育成支援について：
・育児休業承認の辞令交付が取得開始日の直前であるため、給付申請が遅れ手当金の需給が数か月遅れる。改善すべきだ。
◇ノーマライゼーションについて：
・障害を持つ職員の人事異動に当たっては、通勤等の困難性を踏まえ、可能な限り本人の希望を尊重するとともに、障害者差別解消法の理念を踏まえ、早期に内示を行うべきだ。
・障害のある職員の交通用具を利用して通勤する際の有料道路利用については、支給要件を撤廃し本人申請を原則にすべきである。
◇会計年度任用職員の更新上限廃止について：
・すでに国や他自治体の多くが廃止されているのに、「現時点で県民サービスに支障が生じていない」との理由で制度改善をしないのは納得できない。非正規職員の雇用改善の観点からも撤廃すべきだ。
鈴木委員長総括
　本日、執行部から様々な要望をお伝えした。
子の看護等休暇や短期介護休暇については、全国に先駆けて拡充することで神奈川県の魅力の発信につながる面があるので、ぜひとも前向きに検討願いたい。　
また、内示のあり方については、特に障害を持つ当事者の視点を是非とも汲んでいただくよう強く求める。
中途採用者の昇格については、現行の運用に不満を持つ当事者の声が多く寄せられており、有用な人材が多く離職してしまいかねない危機感を感じている。
これらは県労連課題であることは重々承知しているが、私たち自治労県職労として強く懸念していることから、あえて付言させていただく。

執行部のひとりごと
今日（12月25日）は差額（通勤手当を除く）の支給日です。何かと出費がかさむ年末の臨時収入に、思わず顔をほころばす方も多いのではないでしょうか。
ただし、全員が年内に差額支給されているわけではありません。庁内メールの掲示板を見てください。そこには、こう書いてあります。
（会計年度任用職員を除く）
なぜ支給日が常勤職員と一緒にできないのかについて、当局は「前月分の勤務実績を基に翌月に計算して支払うため、事務処理上ムリ」と説明しています。現行制度では難しいのかもしれませんが、物価高で生活が苦しいのはみんな同じ（いや、給与面を考慮すればそれ以上）ですから、何とかならないものかと考えてしまいます。
この事例のほかにも、同じ職場で働いているにもかかわらず、非正規職員が非合理な扱いを強いられている例は少なくありません。
例えば、自治労県職労が強く主張している、会計年度任用職員の雇用上限の撤廃問題。
現在、神奈川県では「公募によらない採用は同一の者について連続２回まで」という更新上限を設けています。
これは、国の人事院事務総局人材局長通知に基づき運用されてきたのですが、昨年、国は職種を問わず全ての会計年度任用職員について、この上限を撤廃しました。それにもかかわらず、県では従前の運用を変えようとしません。（ほかの要求事項の大半は「国準拠」とオウム返ししてくるのに…）
ある市民団体が10月に公表した調査結果によれば、国の動きを受けて、首都圏自治体の42％が回数上限を撤廃したそうです（以前から上限を設けていない自治体を合わせると6割が撤廃）。つまり、神奈川県の運用は、少数派と言うことですね。
毎年、自治労県職労が実施しているアンケート調査でも、多くの会計年度任用職員の方が「次回の更新時に採用されるか、いつも心配でならない」という不安を抱えています。
給料明細に目をやりつつ、みなさんもそうした職場の現実に、少しばかり思いをはせてみてはいかがでしょうか。
２０２６年３月３１日で、早期退職を
希望している組合員・保険利用の方
手続きが必要ですので組合事務所までご連絡を！（TEL 045ｰ201-2961）

自治労県職連合
2026新春のつどい

恒例！福引抽選会
☆日時：1月９日（金）

18時30分から

☆会場：波止場会館１階
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手続きが必要ですので組合事務所までご連絡を！（TEL 045ｰ201-2961）





【今後の日程】


　　1月9日（金）　支部代表者交渉


　　1月27日（火）　基本要求最終交渉








